
 

資料１－１ 

 

改正動物愛護管理法の取組の流れについて 
 
＜令和元年＞ 

○6月19日  動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 公布 

 

○10月8日 諮問第518号自環総発第1910084号動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法

律の施行等の在り方について（諮問） 

 

＜令和２年＞ 

○1月24日 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について 

（第１次答申）「第一種動物取扱業の登録拒否事由等の追加に係るもの」 

 

○2月28日 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等 公布（１年以内施行） 

 

○3月26日 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について 

（第２次答申）「動物愛護管理基本指針の改正に係るもの」 

 

○4月30日  改正動物愛護管理基本指針 公布 

 

○6月1日   動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 施行（１年以内施行） 

 

○8月31日 適正な飼養管理の基準の具体化について（動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会とり

まとめ報告） 

 

○12月25日 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について 

（第３次答申）「適正な飼養管理基準の具体化」に係るもの 

 

＜令和３年＞ 

○4月1日   第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の 

基準を定める省令等 公布 

 

○5月25日 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 公表 

 

○6月1日 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 施行（２年以内施行） 

 「基準省令の施行」 

 

○9月29日 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 公布 

「マイクロチップの登録等に関する手数料」 

 

＜令和４年＞ 

○3月4日 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について 

（第４次答申）「適正な飼養管理基準の具体化（マイクロチップ）」に係る基準省令の改正 

 

○3月下旬頃 【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等 公布】 

 

○6月1日  【動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律等の施行（３年以内施行）】 

犬猫の繁殖業者等へのマイクロチップの装着・登録が義務化 


